
二
十
六

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）

改

正

案

現

行

（
道
府
県
民
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

（
道
府
県
民
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

第
二
十
三
条

道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

第
二
十
三
条

道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
十
三

（
略
）

一
～
十
三

（
略
）

十
四

利
子
等

利
子
、
収
益
の
分
配
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
次
に
掲
げ

十
四

利
子
等

利
子
、
収
益
の
分
配
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
次
に
掲
げ

る
も
の
を
い
う
。

る
も
の
を
い
う
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
お
い
て
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
第
二
十
四
条

ハ

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
お
い
て
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
第
二
十
四
条

第
一
項
に
規
定
す
る
配
当
等
で
証
券
投
資
信
託
（
そ
の
設
定
に
係
る
受
益
証
券

第
一
項
に
規
定
す
る
配
当
等
で
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
も
の
（

の
募
集
が
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
収
益
の
分
配
、
租
税
特
別
措
置

に
規
定
す
る
勧
誘
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
（
当

法
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
株
式
投
資
信
託
に
係
る
収
益
の
分
配
、
同
法

該
受
益
証
券
の
国
外
に
お
け
る
募
集
に
あ
つ
て
は
、
当
該
勧
誘
に
相
当
す
る
も

第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
に
係
る
同

の
）
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
収
益

項
第
三
号
に
掲
げ
る
収
益
の
分
配
及
び
同
法
第
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適

の
分
配
に
係
る
も
の
（
所
得
税
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
収

用
を
受
け
る
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
収
益
の
分
配

益
の
分
配
、
租
税
特
別
措
置
法
第
三
条
の
二
に
規
定
す
る
特
定
株
式
投
資
信
託

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
係
る
収
益
の
分
配
、
同
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財

産
形
成
住
宅
貯
蓄
に
係
る
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
収
益
の
分
配
及
び
同
法
第
四

条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
に
係
る
同
項
第

三
号
に
掲
げ
る
収
益
の
分
配
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）



ニ

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
国
外
証
券
投
資
信

ニ

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
国
外
証
券
投
資
信
託
の

託
の
配
当
等
で
同
項
の
国
内
に
お
け
る
支
払
の
取
扱
者
を
通
じ
て
支
払
を
受
け

配
当
等
で
同
項
の
国
内
に
お
け
る
支
払
の
取
扱
者
を
通
じ
て
支
払
を
受
け
る
も

る
も
の
（
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
一
条
の
八
に
お
い
て
「
公
募

の
（
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
十
一
条
の
八
に
お
い
て
「
国
外
証
券

国
外
証
券
投
資
信
託
の
配
当
等
」
と
い
う
。
）

投
資
信
託
の
配
当
等
」
と
い
う
。
）

ホ

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
証
券
投
資
法
人
の

投
資
口
の
配
当
等

ヘ

（
略
）

ホ

（
略
）

ト

（
略
）

へ

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

（
道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合

５

法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合

法
人
、
保
険
契
約
者
保
護
機
構
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可

法
人
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団

を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す

体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
八
条
に
規
定
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は

る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
を
含
む
。
）
の
う
ち
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二

政
治
団
体
を
含
む
。
）
の
う
ち
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も

号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の

の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
法
人
税
割
は
、

に
対
す
る
法
人
税
割
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
収
益
事

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
収
益
事
業
を
行
う
事
務
所
又
は
事

業
を
行
う
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
。

業
所
所
在
の
道
府
県
に
お
い
て
課
す
る
。

６
～
９

（
略
）

６
～
９

（
略
）



（
道
府
県
民
税
と
信
託
財
産
）

（
道
府
県
民
税
と
信
託
財
産
）

第
二
十
四
条
の
三

信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得
を
信

第
二
十
四
条
の
三

信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得
を
信

託
の
利
益
と
し
て
受
け
る
べ
き
受
益
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な
し
て

託
の
利
益
と
し
て
受
け
る
べ
き
受
益
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な
し
て

、
道
府
県
民
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
合
同
運
用
信
託
（
信
託
会
社
（
金
融
機
関
の

、
道
府
県
民
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
合
同
運
用
信
託
（
信
託
会
社
（
金
融
機
関
の

信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
り
同

信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
り
同

法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含

法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含

む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信
託
で
共
同
し
な
い
多
数
の
委
託
者
の
信
託
財
産
を
合

む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信
託
で
共
同
し
な
い
多
数
の
委
託
者
の
信
託
財
産
を
合

同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
証
券
投
資
信
託
（
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券

同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
証
券
投
資
信
託
（
証
券
投
資
信
託
法
（
昭
和

投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項

二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
（
同

に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
及
び
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
外
国
証
券
投
資
信
託

法
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
信
託
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
外
国
の
信
託

を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
税
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

を
い
う
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
税
法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規

る
適
格
退
職
年
金
契
約
、
厚
生
年
金
基
金
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
契
約
若
し

定
す
る
適
格
退
職
年
金
契
約
、
厚
生
年
金
基
金
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成
給
付
契
約

く
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
若
し
く
は
国
民
年
金
基
金
若
し
く
は
国
民
年

若
し
く
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
若
し
く
は
国
民
年
金
基
金
若
し
く
は
国

金
基
金
連
合
会
の
締
結
し
た
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

民
年
金
基
金
連
合
会
の
締
結
し
た
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一

第
百
二
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
百
三
十
七
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
契
約

号
）
第
百
二
十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
百
三
十
七
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る

に
係
る
信
託
の
信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

契
約
に
係
る
信
託
の
信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で

。

な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
利
子
等
に
係
る
道
府
県
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

（
利
子
等
に
係
る
道
府
県
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

道
府
県
は
、
所
得
税
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
が
支
払
を

３

道
府
県
は
、
所
得
税
法
第
百
七
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
会
社
が
支
払
を



受
け
る
利
子
等
で
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
又
は
国
外
公
社
債
等
の
利

受
け
る
利
子
等
で
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
又
は
国
外
公
社
債
等
の
利

子
等
若
し
く
は
公
募
国
外
証
券
投
資
信
託
の
配
当
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
、
租
税

子
等
若
し
く
は
国
外
証
券
投
資
信
託
の
配
当
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
、
租
税
特
別

特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
が
支
払
を
受
け
る
利
子
等
で
、

措
置
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
が
支
払
を
受
け
る
利
子
等
で
、
同
項

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
又
は
同
法
第
三
条
の
三
第
六
項
の
規
定
の
適
用

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
又
は
同
法
第
三
条
の
三
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受

を
受
け
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
の
も
の
、
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
券

け
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
の
も
の
及
び
同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
証
券
業

業
者
等
が
支
払
を
受
け
る
利
子
等
で
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
又
は
同

者
等
が
支
払
を
受
け
る
利
子
等
で
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
又
は
同
法

法
第
三
条
の
三
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
の
も
の
及

第
三
条
の
三
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
の
も
の
に
つ

び
同
法
第
九
条
の
三
に
規
定
す
る
証
券
投
資
法
人
が
支
払
を
受
け
る
利
子
等
で
、
同

い
て
は
、
利
子
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
又
は
国
外
公
社
債
等
の
利
子
等
若
し
く
は
公
募
国

外
証
券
投
資
信
託
の
配
当
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
利
子
割
を
課
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
法
人
等
の
均
等
割
の
税
率
）

（
法
人
等
の
均
等
割
の
税
率
）

第
五
十
二
条

（
略
）

第
五
十
二
条

（
略
）

２

邦
人
等
の
均
等
割
の
税
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
当

２

邦
人
等
の
均
等
割
の
税
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
税
率
に
よ
る
。

該
各
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
税
率
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

公
共
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
五
号
の
公
共
法
人
及
び
同
条
第
六
号
の
公

三

公
共
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
五
号
の
公
共
法
人
及
び
同
条
第
六
号
の
公

益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
保
険
契
約
者
保
護
機
構

益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六

、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体

十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交

並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す

る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
を
含
む
。
）
で
均

る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
を
含
む
。
）
で
均
等
割
の
み
を
課
さ
れ
る
も

等
割
の
み
を
課
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

前
年
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日

の
を
い
う
。
）

前
年
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間



ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
中
に
当
該
公
共
法
人
等
が
解
散
又
は
合
併
に
よ
り
消
滅

中
に
当
該
公
共
法
人
等
が
解
散
又
は
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
前
年
四

し
た
場
合
に
は
、
前
年
四
月
一
日
か
ら
当
該
消
滅
し
た
日
ま
で
の
期
間
）
の
末
日

月
一
日
か
ら
当
該
消
滅
し
た
日
ま
で
の
期
間
）
の
末
日

四

（
略
）

四

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
国
外
公
社
債
等
の
利
子
等
に
係
る
外
国
税
額
控
除
）

（
国
外
公
社
債
等
の
利
子
等
に
係
る
外
国
税
額
控
除
）

第
七
十
一
条
の
八

利
子
割
の
納
税
義
務
者
が
国
外
公
社
債
等
の
利
子
等
又
は
公
募
国

第
七
十
一
条
の
八

利
子
割
の
納
税
義
務
者
が
国
外
公
社
債
等
の
利
子
等
又
は
国
外
証

外
証
券
投
資
信
託
の
配
当
等
に
つ
き
そ
の
支
払
の
際
に
所
得
税
法
第
九
十
五
条
第
一

券
投
資
信
託
の
配
当
等
に
つ
き
そ
の
支
払
の
際
に
所
得
税
法
第
九
十
五
条
第
一
項
に

項
に
規
定
す
る
外
国
所
得
税
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
を
課
さ
れ
た
場
合

規
定
す
る
外
国
所
得
税
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
）
を
課
さ
れ
た
場
合
に
お

に
お
い
て
、
当
該
外
国
所
得
税
の
額
が
租
税
特
別
措
置
法
第
三
条
の
三
第
四
項
又
は

い
て
、
当
該
外
国
所
得
税
の
額
が
租
税
特
別
措
置
法
第
三
条
の
三
第
四
項
又
は
第
八

第
八
条
の
三
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
と
さ

条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
所
得
税
の
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
額
を
超

れ
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
金
額
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
七
十
一

え
る
と
き
は
、
当
該
超
え
る
金
額
は
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
七
十
一
条
の
五
及
び

条
の
五
及
び
第
七
十
一
条
の
六
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
利
子
割
の
額
を
限
度
と

第
七
十
一
条
の
六
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
利
子
割
の
額
を
限
度
と
し
て
当
該
利

し
て
当
該
利
子
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

子
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
納
税
義
務
者

納
税
義
務
者
（
個
人
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
三
十
七
条
の
二
及
び
第
三
百
十
四
条

（
個
人
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
三
十
七
条
の
二
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
の
規
定

の
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
所
得
税
の
額
は
、
な
い
も
の
と
す
る

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
外
国
所
得
税
の
額
は
、
な
い
も
の
と
す
る
。

。（
事
業
税
と
信
託
財
産
）

（
事
業
税
と
信
託
財
産
）

第
七
十
二
条
の
三

信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得
を
信

第
七
十
二
条
の
三

信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得
を
信

託
の
利
益
と
し
て
受
け
る
べ
き
受
益
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な
し
て

託
の
利
益
と
し
て
受
け
る
べ
き
受
益
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な
し
て

、
事
業
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
合
同
運
用
信
託
（
信
託
会
社
（
金
融
機
関
の
信
託

、
事
業
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
合
同
運
用
信
託
（
信
託
会
社
（
金
融
機
関
の
信
託

業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務

業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務



を
営
む
同
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信
託
で
共
同

を
営
む
同
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信
託
で
共
同

し
な
い
多
数
の
委
託
者
の
信
託
財
産
を
合
同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
証

し
な
い
多
数
の
委
託
者
の
信
託
財
産
を
合
同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
証

券
投
資
信
託
（
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項

券
投
資
信
託
（
証
券
投
資
信
託
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
（
同

に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
及
び
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
外
国
証
券
投
資
信
託

法
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
信
託
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
外
国
の
信
託

を
い
う
。
）
、
法
人
税
法
第
三
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
又
は
同

を
い
う
。
）
、
法
人
税
法
第
三
十
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
又
は
同

第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
退
職
年
金
契
約
、
厚
生
年
金
基
金
契
約
、
勤

法
第
八
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
格
退
職
年
金
契
約
、
厚
生
年
金
基
金
契
約
、

労
者
財
産
形
成
給
付
契
約
若
し
く
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
若
し
く
は
国

勤
労
者
財
産
形
成
給
付
契
約
若
し
く
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
若
し
く
は

民
年
金
基
金
若
し
く
は
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
締
結
し
た
国
民
年
金
法
第
百
二
十

国
民
年
金
基
金
若
し
く
は
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
締
結
し
た
国
民
年
金
法
第
百
二

八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
百
三
十
七
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
契
約
に
係
る
信

十
八
条
第
三
項
若
し
く
は
第
百
三
十
七
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
契
約
に
係
る

託
の
信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

信
託
の
信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
人
の
事
業
税
の
非
課
税
所
得
等
の
範
囲
）

（
法
人
の
事
業
税
の
非
課
税
所
得
等
の
範
囲
）

第
七
十
二
条
の
五

道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
事
業
の
所
得
又
は
収
入
金
額
で

第
七
十
二
条
の
五

道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
事
業
の
所
得
又
は
収
入
金
額
で

収
益
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
、
事
業
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

収
益
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
、
事
業
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

漁
船
保
険
組
合
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
、
信
用
保
証
協
会

四

漁
船
保
険
組
合
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
、
信
用
保
証
協
会

、
農
業
信
用
基
金
協
会
、
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
漁
業
共
済
組
合
及
び
漁
業
共
済

、
農
業
信
用
基
金
協
会
、
農
林
漁
業
信
用
基
金
、
漁
業
共
済
組
合
及
び
漁
業
共
済

組
合
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
、
農
業
共
済
基
金
、

組
合
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
、
農
業
共
済
基
金
、

産
業
基
盤
整
備
基
金
、
都
道
府
県
農
業
会
議
、
全
国
農
業
会
議
所
、
土
地
改
良
事

産
業
基
盤
整
備
基
金
、
都
道
府
県
農
業
会
議
、
全
国
農
業
会
議
所
、
土
地
改
良
事

業
団
体
連
合
会
、
農
業
協
同
組
合
中
央
会
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
医
療
法
第

業
団
体
連
合
会
、
農
業
協
同
組
合
中
央
会
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
医
療
法
第

三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
に
該
当
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
設
置
す

三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
に
該
当
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
設
置
す



る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
七
十
二
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
七

る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
七
十
二
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
七

十
二
条
の
二
十
二
第
四
項
に
お
い
て
「
特
定
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
と
い
う
。

十
二
条
の
二
十
二
第
四
項
に
お
い
て
「
特
定
農
業
協
同
組
合
連
合
会
」
と
い
う
。

）
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
野
菜
供
給
安
定
基
金
、
酒
造
組
合
及
び
酒
造
組
合

）
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
野
菜
供
給
安
定
基
金
、
酒
造
組
合
及
び
酒
造
組
合

連
合
会
、
酒
造
組
合
中
央
会
、
酒
販
組
合
及
び
酒
販
組
合
連
合
会
、
酒
販
組
合
中

連
合
会
、
酒
造
組
合
中
央
会
、
酒
販
組
合
及
び
酒
販
組
合
連
合
会
、
酒
販
組
合
中

央
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
商
工
組
合
及
び
商
工
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で

央
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
商
工
組
合
及
び
商
工
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で

あ
る
環
境
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
輸
出
組
合
及
び
輸
入
組

あ
る
環
境
衛
生
同
業
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
輸
出
組
合
及
び
輸
入
組

合
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及
び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
、
健
康
保
険
組
合
及

合
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及
び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
、
健
康
保
険
組
合
及

び
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合

び
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合

連
合
会
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方

連
合
会
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方

公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
議
会
議
員
共
済
会
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基

公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
議
会
議
員
共
済
会
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基

金
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事

金
、
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事

業
団
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
、
厚
生
年
金
基
金
及
び
厚
生
年
金
基
金
連

業
団
、
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
、
厚
生
年
金
基
金
及
び
厚
生
年
金
基
金
連

合
会
、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会
、
農

合
会
、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会
、
農

業
者
年
金
基
金
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
団
及
び
特
定
業
種
退
職
金
共
済
組

業
者
年
金
基
金
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
団
及
び
特
定
業
種
退
職
金
共
済
組

合
、
預
金
保
険
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
保
険
契
約
者
保
護

合
、
預
金
保
険
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
国
際
交
流
基
金
並

機
構
、
投
資
者
保
護
基
金
、
国
際
交
流
基
金
並
び
に
勤
労
者
財
産
形
成
基
金

び
に
勤
労
者
財
産
形
成
基
金

五
～
十
一

（
略
）

五
～
十
一

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
二
以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
の

（
二
以
上
の
道
府
県
に
お
い
て
事
務
所
又
は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
の

申
告
納
付
等
）

申
告
納
付
等
）

第
七
十
二
条
の
四
十
八

（
略
）

第
七
十
二
条
の
四
十
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
道
府
県
ご
と
の
分
割
は
、
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
関
係
道
府
県
ご
と
の
分
割
は
、
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書

に
記
載
さ
れ
た
関
係
道
府
県
に
所
在
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
つ
い
て
、
課
税
標

に
記
載
さ
れ
た
関
係
道
府
県
に
所
在
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
つ
い
て
、
課
税
標

準
額
の
総
額
を
、
電
気
供
給
業
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
当
該

準
額
の
総
額
を
、
電
気
供
給
業
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
当
該

事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
で
発
電
所
の
用
に
供
す
る
も
の
の
価
額
に
、
そ
の

事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
で
発
電
所
の
用
に
供
す
る
も
の
の
価
額
に
、
そ
の

四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
の
価
額
に
、
ガ

四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
の
価
額
に
、
ガ

ス
供
給
業
及
び
倉
庫
業
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
の
価
額

ス
供
給
業
及
び
倉
庫
業
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
固
定
資
産
の
価
額

に
、
鉄
道
事
業
及
び
軌
道
事
業
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
す
る

に
、
鉄
道
事
業
及
び
軌
道
事
業
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
す
る

道
府
県
に
お
け
る
軌
道
の
延
長
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
数
に
、
銀
行
業
（
銀
行
そ
の
他
政
令

道
府
県
に
お
け
る
軌
道
の
延
長
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
数
に
、
銀
行
業
（
銀
行
そ
の
他
政
令

で
定
め
る
金
融
機
関
が
行
う
金
融
事
業
を
い
う
。
）
、
証
券
業
（
証
券
取
引
法
又
は

で
定
め
る
金
融
機
関
が
行
う
金
融
事
業
を
い
う
。
）
、
証
券
業
（
証
券
取
引
法
（
昭

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
五
号
）
に
よ
つ
て
主
務
大

和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
又
は
外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
証
券
業
を
い
う
。
）
及
び
保
険
業
（
保
険
業
に
よ
つ

六
年
法
律
第
五
号
）
に
よ
つ
て
主
務
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
者
が
行
う
証
券
業
を
い

て
主
務
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
行
う
保
険
業
に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
分
の

う
。
）
及
び
保
険
業
（
保
険
業
に
よ
つ
て
主
務
大
臣
の
免
許
を
受
け
て
行
う
保
険
業

一
に
相
当
す
る
額
を
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
、
そ
の
二
分
の
一

に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
当
該
事
務
所
又
は
事
業

に
相
当
す
る
額
を
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
、
そ
の
他
の
事
業
に

所
の
従
業
者
の
数
に
、
そ
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所

あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
に
あ
ん
分
し
て
行
う
も
の
と
す

の
従
業
者
の
数
に
、
そ
の
他
の
事
業
に
あ
つ
て
は
当
該
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業

る
。

者
の
数
に
あ
ん
分
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４
～

（
略
）

４
～

（
略
）

（
譲
渡
割
と
信
託
財
産
）

（
譲
渡
割
と
信
託
財
産
）

第
七
十
二
条
の
八
十

（
略
）

第
七
十
二
条
の
八
十

（
略
）

２

前
項
の
合
同
運
用
信
託
と
は
、
信
託
会
社
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

２

前
項
の
合
同
運
用
信
託
と
は
、
信
託
会
社
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に

関
す
る
法
律
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規

関
す
る
法
律
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規

定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信
託
で
、
共
同
し
な
い
多
数
の

定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信
託
で
、
共
同
し
な
い
多
数
の



委
託
者
の
信
託
財
産
を
合
同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
い
、
前
項
の
証
券
投
資
信
託

委
託
者
の
信
託
財
産
を
合
同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
い
、
前
項
の
証
券
投
資
信
託

と
は
、
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定

と
は
、
証
券
投
資
信
託
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
（
同
法
第
二

す
る
証
券
投
資
信
託
及
び
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
外
国
証
券
投
資
信
託
を
い
う

条
の
二
に
規
定
す
る
信
託
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
外
国
の
信
託
を
い
う

。

。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
形
式
的
な
所
有
権
の
移
転
等
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

（
形
式
的
な
所
有
権
の
移
転
等
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
非
課
税
）

第
七
十
三
条
の
七

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、

第
七
十
三
条
の
七

道
府
県
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
は
、

不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

不
動
産
取
得
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

二
の
二

会
社
更
生
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
二
百
二
十
六
条

二
の
二

会
社
更
生
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
二
号
）
第
二
百
二
十
六
条

（
金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十

（
金
融
機
関
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
九
十
五

五
号
。
以
下
本
号
及
び
第
六
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
更
生

号
。
以
下
本
号
及
び
第
六
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
「
更
生
特

特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

例
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
更

更
生
特
例
法
第
十
一
条
（
更
生
特
例
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

生
特
例
法
第
十
一
条
（
更
生
特
例
法
第
百
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
更
生
計
画
に
お
い
て
会
社
又
は
協
同
組
織
金
融
機
関
（

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
更
生
計
画
に
お
い
て
会
社
又
は
協
同
組
織
金
融
機
関
（
更

更
生
特
例
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
本

生
特
例
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
本
号

号
及
び
第
六
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
新
会
社

及
び
第
六
百
九
十
九
条
の
四
第
二
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
新
会
社
又

又
は
新
協
同
組
織
金
融
機
関
に
移
転
す
べ
き
不
動
産
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
新

は
新
協
同
組
織
金
融
機
関
に
移
転
す
べ
き
不
動
産
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
新
会

会
社
又
は
新
協
同
組
織
金
融
機
関
の
当
該
不
動
産
の
取
得

社
又
は
新
協
同
組
織
金
融
機
関
の
当
該
不
動
産
の
取
得

三
～
十
五

（
略
）

三
～
十
五

（
略
）

（
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

（
市
町
村
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）



第
二
百
九
十
四
条

（
略
）

第
二
百
九
十
四
条

（
略
）

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

７

法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合

７

法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合

法
人
、
保
険
契
約
者
保
護
機
構
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可

法
人
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団

を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す

体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治

る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
を
含
む
。
）
の
う
ち

団
体
を
含
む
。
）
の
う
ち
第
二
百
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も

第
二
百
九
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
も
の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ

の
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
つ
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
法
人
税
割
は
、

つ
て
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
法
人
税
割
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
収
益
事
業
を
行
う
事
務
所
又
は
事

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
の
収
益
事
業
を
行
う
事
務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
市
町
村
に
お

業
所
所
在
の
市
町
村
に
お
い
て
課
す
る
。

い
て
課
す
る
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
市
町
村
民
税
と
信
託
財
産
）

（
市
町
村
民
税
と
信
託
財
産
）

第
二
百
九
十
四
条
の
三

信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得

第
二
百
九
十
四
条
の
三

信
託
財
産
に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
得

を
信
託
の
利
益
と
し
て
受
け
る
べ
き
受
益
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な

を
信
託
の
利
益
と
し
て
受
け
る
べ
き
受
益
者
が
信
託
財
産
を
所
有
す
る
も
の
と
み
な

し
て
、
市
町
村
民
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
合
同
運
用
信
託
（
信
託
会
社
（
金
融
機

し
て
、
市
町
村
民
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
合
同
運
用
信
託
（
信
託
会
社
（
金
融
機

関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信

信
託
業
務
を
営
む
同
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
を
含
む
。
）
が
引
き
受
け
た
金
銭
信

託
で
共
同
し
な
い
多
数
の
委
託
者
の
信
託
財
産
を
合
同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
う

託
で
共
同
し
な
い
多
数
の
委
託
者
の
信
託
財
産
を
合
同
し
て
運
用
す
る
も
の
を
い
う

。
）
、
証
券
投
資
信
託
（
証
券
投
資
信
託
及
び
証
券
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二

。
）
、
証
券
投
資
信
託
（
証
券
投
資
信
託
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資

条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
及
び
同
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
外
国
証
券

信
託
（
同
法
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
信
託
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
外

投
資
信
託
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
税
法
第
八
十
四
条
第
一
項

国
の
信
託
を
い
う
。
以
下
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
税
法
第
八
十
四
条
第

に
規
定
す
る
適
格
退
職
年
金
契
約
、
厚
生
年
金
基
金
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成
給
付

一
項
に
規
定
す
る
適
格
退
職
年
金
契
約
、
厚
生
年
金
基
金
契
約
、
勤
労
者
財
産
形
成



契
約
若
し
く
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
若
し
く
は
国
民
年
金
基
金
若
し
く

給
付
契
約
若
し
く
は
勤
労
者
財
産
形
成
基
金
給
付
契
約
若
し
く
は
国
民
年
金
基
金
若

は
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
締
結
し
た
国
民
年
金
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
若
し
く

し
く
は
国
民
年
金
基
金
連
合
会
の
締
結
し
た
国
民
年
金
法
第
百
二
十
八
条
第
三
項
若

は
第
百
三
十
七
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
契
約
に
係
る
信
託
の
信
託
財
産
に
つ

し
く
は
第
百
三
十
七
条
の
十
五
第
四
項
に
規
定
す
る
契
約
に
係
る
信
託
の
信
託
財
産

い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

に
つ
い
て
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
法
人
等
の
均
等
割
の
税
率
）

（
法
人
等
の
均
等
割
の
税
率
）

第
三
百
十
二
条

（
略
）

第
三
百
十
二
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
人
等
の
均
等
割
の
税
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
当

３

法
人
等
の
均
等
割
の
税
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
等
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
税
率
に
よ
る
。

該
各
号
に
定
め
る
日
現
在
に
お
け
る
税
率
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

公
共
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
五
号
の
公
共
法
人
及
び
同
条
第
六
号
の
公

三

公
共
法
人
等
（
法
人
税
法
第
二
条
第
五
号
の
公
共
法
人
及
び
同
条
第
六
号
の
公

益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
保
険
契
約
者
保
護
機
構

益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及
び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六

、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体

十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交

並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す

る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
を
含
む
。
）
で
均

る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
を
含
む
。
）
で
均
等
割
の
み
を
課
さ
れ
る
も

等
割
の
み
を
課
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）

前
年
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日

の
を
い
う
。
）

前
年
四
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間

ま
で
の
期
間
（
当
該
期
間
中
に
当
該
公
共
法
人
等
が
解
散
又
は
合
併
に
よ
り
消
滅

中
に
当
該
公
共
法
人
等
が
解
散
又
は
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
前
年
四

し
た
場
合
に
は
、
前
年
四
月
一
日
か
ら
当
該
消
滅
し
た
日
ま
で
の
期
間
）
の
末
日

月
一
日
か
ら
当
該
消
滅
し
た
日
ま
で
の
期
間
）
の
末
日

四

（
略
）

四

（
略
）

（
事
業
所
税
の
非
課
税
の
範
囲
）

（
事
業
所
税
の
非
課
税
の
範
囲
）



第
七
百
一
条
の
三
十
四

（
略
）

第
七
百
一
条
の
三
十
四

（
略
）

２

指
定
都
市
等
は
、
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及

２

指
定
都
市
等
は
、
法
人
税
法
第
二
条
第
六
号
の
公
益
法
人
等
（
管
理
組
合
法
人
及

び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
保
険
契
約
者
保
護
機
構
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の

び
団
地
管
理
組
合
法
人
、
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
条
の
二
第
一
項
の
認
可
を
受
け

二
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
地
縁
に
よ
る
団
体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け

た
地
縁
に
よ
る
団
体
並
び
に
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人

る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ

格
の
付
与
に
関
す
る
法
律
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
を

る
政
党
又
は
政
治
団
体
を
含
む
。
）
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
事
業
所
等
に
お
い

含
む
。
）
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等
が
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
事
業
の
う
ち
収
益

て
行
う
事
業
の
う
ち
収
益
事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
事
業
所
床
面
積
及
び
従
業
者
給

事
業
以
外
の
事
業
に
係
る
事
業
所
床
面
積
及
び
従
業
者
給
与
総
額
並
び
に
事
業
所
用

与
総
額
並
び
に
事
業
所
用
家
屋
で
当
該
事
業
に
係
る
も
の
の
新
築
又
は
増
築
で
こ
れ

家
屋
で
当
該
事
業
に
係
る
も
の
の
新
築
又
は
増
築
で
こ
れ
ら
の
者
が
建
築
主
で
あ
る

ら
の
者
が
建
築
主
で
あ
る
も
の
に
係
る
新
増
設
事
業
所
床
面
積
に
対
し
て
は
、
事
業

も
の
に
係
る
新
増
設
事
業
所
床
面
積
に
対
し
て
は
、
事
業
所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で

所
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

き
な
い
。

３
～

（
略
）

３
～

（
略
）

附

則

附

則

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
課
税
標
準
の
特
例
）

第
四
条

昭
和
六
十
二
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

第
四
条

昭
和
六
十
二
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民

税
に
係
る
第
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

税
に
係
る
第
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
法
令
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
令
の

て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
法
令
の
規
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
令
の

規
定
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
五
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

規
定
（
租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
四
の
規
定
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
配
当
控
除
）

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
配
当
控
除
）

第
五
条

道
府
県
は
、
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
の

第
五
条

道
府
県
は
、
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
の

う
ち
に
、
所
得
税
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
配
当
所
得
（
こ
の
法
律
の
施
行
地
に

う
ち
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
（
租



主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
（
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
第
四
項
各

税
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
を
除
く
。
）
か
ら
受
け

号
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
か
ら
受
け
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
利
息
の
配
当

る
所
得
税
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
配
当
所
得
（
利
息
の
配
当
を
除
く
。
）
が
あ

及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
所

る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
そ
の
者
の
第
三
十
五
条
及
び

得
税
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
（
次
項
に
お

第
三
十
六
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る

い
て
「
特
定
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
」
と
い
う
。
）
の
収
益
の
分
配
に
係
る
も
の
を

。

除
く
。
以
下
本
項
に
お
い
て
「
配
当
所
得
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
そ
の
者
の
第
三
十
五
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
株
式
投
資
信
託
以
外
の
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得

二

特
定
株
式
投
資
信
託
以
外
の
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得

（
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
所

に
つ
い
て
は
、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
〇
・
四
（
課
税
総
所
得
金
額
が

得
税
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般
外
貨
建
証
券
投
資
信
託

千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
う
ち
そ
の
超
え
る
金
額

（
以
下
本
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
一
般
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
」
と
い
う
。
）

に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
配
当
所
得
の
金
額
が
そ
の
超
え
る
金
額
に
満
た
な
い
と

の
収
益
の
分
配
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
本
号
に
お
い
て
「
証
券
投
資
信
託
に

き
は
、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
）
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
〇
・
二
）
に
相
当
す
る

係
る
配
当
所
得
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
証
券
投
資
信
託
に
係
る
配
当

金
額

所
得
の
金
額
の
百
分
の
〇
・
四
（
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
一
般
外
貨
建
証
券
投
資

信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
を
控
除
し
た
金
額
が
千
万
円
を
超

え
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
投
資
信
託
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
の
う
ち
そ
の
超

え
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
証
券
投
資
信
託
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
が

そ
の
超
え
る
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
証
券
投
資
信
託
に
係
る
配
当
所
得

の
金
額
）
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
〇
・
二
）
に
相
当
す
る
金
額

三

一
般
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、

当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
〇
・
二
（
課
税
総
所
得
金
額
が
千
万
円
を
超
え



る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
う
ち
そ
の
超
え
る
金
額
に
相
当
す
る
金

額
（
当
該
配
当
所
得
の
金
額
が
そ
の
超
え
る
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
配

当
所
得
の
金
額
）
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
〇
・
一
）
に
相
当
す
る
金
額

２

市
町
村
は
、
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
の
う
ち

２

市
町
村
は
、
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
の
う
ち

に
、
所
得
税
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
配
当
所
得
（
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
主
た

に
、
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
（
租
税
特

る
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
法
人
（
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
第
四
項
各
号
に

別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
を
除
く
。
）
か
ら
受
け
る
所

掲
げ
る
法
人
を
除
く
。
）
か
ら
受
け
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
利
息
の
配
当
及
び

得
税
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
配
当
所
得
（
利
息
の
配
当
を
除
く
。
）
が
あ
る
と

特
定
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
本
項
に
お

き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
を
、
そ
の
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
及

い
て
「
配
当
所
得
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合

び
第
三
百
十
四
条
の
四
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も

計
額
を
、
そ
の
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
及
び
第
三
百
十
四
条
の
四
の
規
定
を
適
用

の
と
す
る
。

し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
株
式
投
資
信
託
以
外
の
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得

二

特
定
株
式
投
資
信
託
以
外
の
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得

（
一
般
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
本
号

に
つ
い
て
は
、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
一
（
課
税
総
所
得
金
額
が
千
万

に
お
い
て
「
証
券
投
資
信
託
に
係
る
配
当
所
得
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
う
ち
そ
の
超
え
る
金
額
に
相

該
証
券
投
資
信
託
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
一
（
課
税
総
所
得
金
額
か

当
す
る
金
額
（
当
該
配
当
所
得
の
金
額
が
そ
の
超
え
る
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は

ら
一
般
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
を
控
除

、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
）
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
〇
・
五
）
に
相
当
す
る
金
額

し
た
金
額
が
千
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
証
券
投
資
信
託
に
係
る
配
当
所

得
の
金
額
の
う
ち
そ
の
超
え
る
金
額
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
証
券
投
資
信
託
に

係
る
配
当
所
得
の
金
額
が
そ
の
超
え
る
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
証
券
投

資
信
託
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額
）
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
〇
・
五
）
に
相
当
す

る
金
額

三

一
般
外
貨
建
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、



当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
百
分
の
〇
・
五
（
課
税
総
所
得
金
額
が
千
万
円
を
超
え

る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
所
得
の
金
額
の
う
ち
そ
の
超
え
る
金
額
に
相
当
す
る
金

額
（
当
該
配
当
所
得
の
金
額
が
そ
の
超
え
る
金
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
配

当
所
得
の
金
額
）
に
つ
い
て
は
、
百
分
の
〇
・
二
五
）
に
相
当
す
る
金
額

３

昭
和
六
十
二
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

３

昭
和
六
十
二
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に

つ
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
の
う
ち
に
特
定
株
式
投
資

つ
い
て
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
の
う
ち
に
特
定
株
式
投
資

信
託
以
外
の
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得
（
租
税
特
別
措
置
法

信
託
以
外
の
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
所
得
が
あ
る
場
合
に
は
、

第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
に
係
る
配
当
等
又

当
該
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

は
同
法
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
国
外
証
券
投
資
信
託
の
配
当
等
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
課
税
の
特

（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
課
税
の
特

例
）

例
）

第
三
十
五
条
の
二

（
略
）

第
三
十
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
交
付
を
受
け
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三

３

道
府
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
交
付
を
受
け
る
租
税
特
別
措
置
法
第
三

十
七
条
の
十
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

十
七
条
の
十
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
（
所
得
税
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
該
当
す
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
）
及
び
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十
第

に
該
当
す
る
部
分
の
金
額
を
除
く
。
）
は
、
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
収

五
項
に
規
定
す
る
支
払
わ
れ
る
金
額
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

入
金
額
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

得
等
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な
さ
れ
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
株

式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
収
入
金
額
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。



４

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
前

４

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る

項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
金
額

（

前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
の
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
金
額

租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
金
額
を
除
く
。
）

（
租
税
特
別
措
置
法
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
金
額
を
除
く
。

」
と
、
「
及
び
租
税
特
別
措
置
法
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
同
法
」
と
す
る
。

）
」
と
す
る
。

５
～
７

（
略
）

５
～
７

（
略
）


